
（仮称）松阪飯南ウィンドファーム発電所に係る計画段階環境配慮書 

に対する三重県知事意見 

 

１．総論 

（１）対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の附帯設備（以下「風

力発電設備等」という。）の構造・配置又は位置・規模（以下「配置等」という。）の検討

に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させるこ

と。 

 

（２）本事業の事業実施想定区域に近接して、他事業者による風力発電事業が環境影響評

価手続中であることから、他事業者が計画している風力発電設備等のうち、本事業との累

積的な環境影響が懸念される環境要素については、今後、環境影響評価図書等の公開情報

の収集や関係機関との調整、他事業者との情報交換等に努め、累積的な環境影響について

適切な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等を検討すること。 

 

（３）環境保全措置の検討に当たっては、同様の事業で公開されている事後調査結果等を

参考として、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置を優先的に検討すること

がないようにすること。 

 

（４）事業実施想定区域及びその周辺の地域住民、土地所有者、農林水産業者等の関係者

に対して、環境影響評価に関する情報を積極的に提供するとともに、理解を得ながら事業

を進めるよう努めること。 

 

２．各論 

（１）騒音等の影響 

事業実施想定区域の周辺には、住居が存在しており、工事中及び供用時の騒音等に係る

環境影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、最新の

知見等に基づき、適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を

住居から離隔すること等により、騒音等による影響を極力回避・低減すること。 

 

（２）哺乳類に対する影響 

事業実施想定区域の周辺においては、天然記念物のヤマネと思われる動物の生息が報告

されている。このため、樹木の伐採に伴うヤマネ等の殺傷や生息地の減少等の環境影響を

極力回避・低減するため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、哺乳類に関する

調査及び予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、環境影響を評価し、反映すること。 

 



（３）鳥類に対する影響 

事業実施想定区域及びその周辺においては、希少猛禽類のクマタカ等の生息が確認され

ている。このため、風力発電設備への衝突事故等による鳥類への環境影響を極力回避・低

減するため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、鳥類に関する調査及び予測を

行い、専門家等からの助言を踏まえ、環境影響を評価し、反映すること。 

 

（４）魚類に対する影響 

事業実施想定区域の周辺において天然記念物のネコギギ等の生息が確認されており、ま

た、中村川の一部はネコギギの生息地としても天然記念物に指定されている。このため、

工事中の土砂や濁水の流出に伴うネコギギの生息地の減少等の魚類への環境影響を極力回

避・低減するため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、下流域を含めた魚類に

関する調査及び予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、環境影響を評価し、反映する

こと。 

 

（５）植物及び生態系に対する影響 

事業実施想定区域の周辺において特定植物群落として白猪山植物群落等が指定されてい

る。このため、尾根への道路設置に伴う乾燥化等の植物及び生態系への環境影響を極力回

避・低減するため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、植物及び生態系に関す

る調査及び予測を行い、専門家等からの助言を踏まえ、環境影響を評価し、反映すること。 

 

（６）景観に対する影響 

本事業の実施により、日本棚田百選として選定されている「深野だんだん田」周辺から

白猪山への眺望景観が大きく改変される可能性があり、眺望景観への影響が懸念される。

このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、フォトモンタージュを用いた予

測及び評価のみならず、垂直見込角、主要な展望方向や水平視野も考慮し、専門家等から

の助言、地域住民や利用者の意見を踏まえて予測及び評価をすること。 


